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          土地家屋調査士会館１階改修工事の完工と事務局の臨時休業について

          
          昨年９月から改修工事をしておりました当会会館１階が完工の運びとなり、来る４月８日（月）から業務を開始いたします。つきましては、移設作業に伴い、令和６年４月３～５日（水・木・金）を臨時休業とさせていただきます。
          
詳細についてはこちらをご確認ください。
          

来会を希望される場合は、必ず、事前にお電話（TEL: 03-3295-0587）による来会予約をお願いいたします。当会会館は、警備の都合から、自動ドア（内側）がオートロックの仕様となっております。御用の方は、自動ドア左側の受付端末より呼出をお願いいたします。
          

        

      

    　　
      
        こんな時は土地家屋調査士に相談して下さい

        	
            
              境界のことで
トラブルに！
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どうしたらいいの？
              [image: 土地や建物の手続きどうしたらいいの？]
            
          


      

    
    
      
        
          NEWS

          一覧へ

        

        	
            2024.03.11
          
           昨年９月から改修工事をしておりました当会会館１階が完工の運びとなり、来る４月８日（月）から業務を開始いたします。

つきましては、移設作業に伴い、令和６年４月３～５日（水・木・金）を臨時休業とさせていただきます。

詳細についてはこちらでご確認ください。

          
          
	
            2024.01.11
          
           令和６年２月１４日（水）に都内１０会場で、東京法務局一斉「相続・遺言」説明会＆相談会が開催されます。土地家屋調査士は内５会場で相談を受け付けます。

参加無料、事前予約制（申込期間：令和６年２月９日（金）午後５時まで）となります。詳細はこちらをご覧ください。

          
          
	
            2024.01.11
          
           令和６年１月２０日（土）に東京法務局１４階会議室にて、相続登記の申請義務化等に係る講演会が開催されます。

入場無料、事前予約制（申込期間：令和６年１月１７日（水）まで）となります。詳細はこちらをご覧ください。
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            土地家屋調査士とは？

            土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記について必要な、土地又は家屋に関する調査・測量を行う専門家であり、筆界（境界）の専門家です。建物を新築したときや、土地の利用状況を変更したとき、土地の一部を売却する等の際には調査・測量が必要です。

            土地家屋調査士の業務

          
        

        
          
            無料相談のご案内

            東京土地家屋調査士会では、不動産の表示に関する登記手続き、土地境界に関する無料相談を行っています。

            一覧はこちら
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          東京土地家屋調査士会

          	住所	〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町1-2-10 土地家屋調査士会館
	交通	JR線：水道橋駅（東口）徒歩５分
都営三田線：水道橋駅（A1出口）徒歩６分
	TEL	03-3295-0587（代表）
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